
大学としてふさわしい実質を有するものについては、それぞれの
特性を活かした機能別分化に応じた適切な支援を進める。

→教育水準が保証された、多様な教育機会を国民に保障

C

C

大学の質保証の徹底推進 【私立大学の質保証の徹底推進と確立（教学・経営の両面から）】

法令違反等、
教学上問題が
ある大学に対し
ては、改善勧
告・改善命令・
組織廃止命令
（学校教育法）

設置基準の明確化等による一貫したシステムによ
り、大学の質を確実に保証する。

教学の質保証のトータルシステムの確立

社会のステー
クホルダーの
信を得られる
質の高い大学
を保証するシ
ステム

社会変化に適
応できない大
学等の退場

（必要により、法
令上の措置も検
討）

経営上の課題を抱える学校法人について、実地
調査等を経て早期の経営判断を促進する。

早期の経営判断を促進するシステムの確立
経営改善の見
込みがなく、教
育の継続に悪
影響を及ぼす
学校法人に対
しては、役員
解職勧告・解
散命令
（私立学校法）

経営状況
の詳細な分

析

実地調査
の

機能強化

経営改善
計画

の策定等
段階的な経
営指導

早期の
経営判断
の促進

設置基準
の明確化

設置審査
の高度化

アフターケ
アの充実

認証評価
の改善

設置基準

・規制緩和による
基準の引き下げ
・不明確な規定

アフターケア

・原則、最初の学生が卒業する
までの期間に限定

・設置計画の実施状況の確認

認証評価

・最低基準の確認に
留まる

・法的措置にはつな
がらない

設置審査

・抽象的な規定
の運用

経営支援

・任意の協力が前提
・強制力のある措置ができない

要
素
は
あ
る
が
相
互
の
つ
な
が
り
が
欠
如

これまでの取り組みと課題 H24年度から直ちに実施 H24・25年度以降実施・検討

メリハリある私学助成や経営指導・支援を積極的に行う。

・慎重な運用

法的措置

15-19年度

20-24年度

0校
11校

2大学

8大学

30短大

25短大

再編・
統合大学 短大

募集停止

私大・短大の募集停止、再編・統合

慶應大・共立薬科大

関西学院大・聖和大

上智大・聖母大

など
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